
お問い合わせ先：保健福祉課 戸籍福祉グループ　電話：5－1115　告知端末機：5－8813

　幌延町では、マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書が搭載されているもの）を利用して、全国
のコンビニエンスストアで各種証明書を取得することができる、コンビニ交付サービスを実施しています。
役場の窓口にお越しいただかなくても証明書を取得できる便利なサービスですので、マイナンバーカード
を取得の上、ぜひご利用ください。

【ご利用方法】
　マイナンバーカードをお持ちの上、コンビニに設置されてい
るキオスク端末（マルチコピー機）で４ケタの暗証番号を入力
することで取得することができます。料金は証明書を取得した
コンビニで直接お支払いいただくこととなります。

【利用できる店舗】
　全国のセイコーマート、セブンイレブン、ローソンなどマル
チコピー機を設置している店舗。

【証明書交付可能時間】
　コンビニ営業日の午前６時 30 分から午後 11 時まで（12 月
29 日から１月3日の間は発行できません。

※除籍および改製原戸籍についてはコンビニでは交付できません。
※印鑑証明書を役場窓口で交付する際には印鑑登録証が必要ですが、コンビニ交付の際は不要です。
※本籍が幌延町以外にある方が戸籍の証明書を取得しようとするときは、本籍地の市区町村がコンビニ交

付サービスに対応している必要がありますので、ご注意ください。

◎マイナンバーカードは以下のとおり活用できます。今後、さらに活用方法が増えていきます。
○免許証やパスポートと同様に、公的な本人確認書類となります。
○転入の際に転出証明書の提出が不要になります。
○税の電子申告が可能です。自宅のパソコンで申告手続きができます。ただし、署名用電子証明
書暗証番号（6ケタ以上 16 ケタ以下）とマイナンバーカードに対応したカードリーダーが必
要となります。

◇マイナンバーカードの申請方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。

マイナンバーカードで全国のコンビニから各種証明書が取得できます

【交付可能証明書および料金】
本籍が幌延町にある方

戸籍全部事項証明書
（いわゆる戸籍謄本） 450 円戸籍個人事項証明書
（いわゆる戸籍抄本）
戸籍の附票 300 円

住所が幌延町にある方
世帯全員の住民票

300 円個人の住民票
印鑑証明書

　明治 32 年（1899 年）、幌延町に開拓の鍬がおろされてから今年で 120 年目を迎えます。町では、この記
念すべき年に、平成元年より試験栽培を始め、今では観光資源としてトナカイ観光牧場の花壇で植栽を進
めている幻の花『青いケシ』の苗を、町民と元町民の方を対象に、希望者へ無料で配布します。
　苗の配布を希望される方は、下記をご確認の上お越しください。また、元町民の方を対象に苗の配送を
承っています。配送を希望される方はお申し込みください※。

【配布対象者】
　幌延町民の方、元町民の方

【配布日時】
　平成 30 年７月８日（日）午前８時から正午まで

【配布本数】
　町　民…１世帯当たり3本までの配布
　元町民…１世帯当たり１本の配布

【受渡し場所】
　幌延町役場 ( 町民ホール )、問寒別生涯学習センター
　（受渡し場所にお越しの際に、受付表にお名前とご住所を記入していただきます。）

※配送のお申し込みについては、７月2日から７月 13 日までの期間受け付けます。
　配送料は本人負担となりますので、あらかじめご了承ください。申込方法等の詳細については、下記ま

でお問い合わせください。
お問い合わせ先：産業振興課 企画振興グループ　電話：5－1113　告知端末機：5－881４

開基１２０年記念事業
「青いケシの苗配布」のお知らせ

【配布する青いケシの苗 ( 平成 31 年開花予定 )】
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